
ふるさと岡山“学び舎”環境整備事業(vol.2)

　 ご 寄 附 の お 願 い

　　　　   　～ふるさと納税で岡山の県立学校を応援しよう～

・岡山県では、ふるさと納税制度を活用し、学校を指定して寄附をしていただける仕組み

　を設けています。

・寄附金は、各学校の活用プランに基づき、よりよい学習環境の充実に活用されます。

　なお、本事業は県立学校のみが対象となり、返礼品はありません。

　烏城高校では、
○ 近年、部活動等が活発になり、用具などを収納する「物置」が不足しています。

この制度を活用して、「物置」を整備できれば大変ありがたいです。

○ つきましては、この趣旨にご賛同いただける皆さまから、広く寄附を募ります。

本校の子どもたちが、よりよい学習環境で充実した学校生活を過ごせるよう、

皆様方の温かいご支援、ご協力を是非よろしくお願いいたします。

〈目標金額、整備予定時期〉

○ ４０万円、令和５年３月（予定）

・ 寄附の状況等により、活用プランの内容・実施時期を見直す場合が

ありますので予めご了承ください。

・ 本事業による寄附は、地方自治法第９６条第１項第９号の「負担付きの

寄附」ではありません。

寄附に係る手続き等

　１  寄附の申込手続き（下記（１）ｏｒ（２）のいずれか）

（１） 別紙「寄附申込書（「個人の方」ｏｒ「企業・団体の方」のいずれか）」を利用すると便利です。

　『烏城高校』を指定していただき、

寄附申込書の〈送付先〉まで、FAXまたは郵送で送付してください。

岡山県教育庁財務課あて、郵送で送付してください。

（２） その他の申込方法

　　①インターネット（「ふるさとチョイス」から申込）・・・岡山県総務部税務課ＨＰ参照

　　②電話、③Ｅメール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　　　〃

　２  寄附をしていただけると・・・

（１） 個人の方の寄附金は、ふるさと納税制度の対象となり、税控除が受けられます。

２千円の自己負担で、岡山県内の県立学校の教育環境整備を応援していただけます。

（税控除には上限があります。）

（２） 企業・団体の方の寄附金は、全額を損金算入できます。

　３  お問い合わせ先

・ 岡山県立烏城高等学校・事務室（086-251-9755）

岡山市北区伊島町３－１－１

［ 個 人 の 方 ］

［企業・団体の方］

http://www.ujo.okayama-c.ed.jp/12osirase/manabi/kojin.pdf
http://www.ujo.okayama-c.ed.jp/12osirase/manabi/dantai.pdf

